
新型コロナウイルス感染拡大防止に
ご協力をお願いします

感染力が強い変異株にも、基本的な感染予防策が有効です。大切な命を守るためにも、日ごろから
実施していただいている感染拡大防止に、引き続きご協力をお願いいたします。
また、ワクチンを接種することで、新型コロナウイルス感染症を予防する効果を示唆するデータが
報告されておりますが、その効果は100％ではないため、接種後も感染予防策の実施継続をお願い
いたします。

問合先　健康推進課　☎443・0005　FAX443・5461

きれいな水を未来につなぐために
～公共下水道への接続のお願い～

衛生的で快適な生活環境を作り出すため、現在市では下水道を整備しています。下水道が整備さ
れ、使えるようになった地区に家屋を所有している方は、台所やお風呂、トイレなどの排水を下水道に
流せるよう排水設備を設置し、下水道へ接続しなければなりません。

下水道が供用開始されたら早期の接続を
《浄化槽ご使用の方》
現在、浄化槽をご使用の方は、下水道法に

より遅滞なく下水道に接続しなければなりま
せん。（下水道法第10条）
《くみ取り便所をご使用の方》
現在、くみ取り便所をご使用の方は、3年以
内に下水道へ直接流す水洗便所に改造し、下
水道に接続しなければなりません。（下水道法
第11条の3）
排水設備（下水道接続）工事は指定工事店で
排水設備工事は、公共下水道の適正利用を
確保するために、必ず市に登録された「指定工
事店」へお申し込みください。
※指定工事店一覧表は、市役所で配布していま
す。また、市公式ウェブサイトでもお知らせし
ています。

下水道に流してはいけないもの
○ティッシュペーパー、衛生用品など
○天ぷら油、ラードなどの油類
○高濃度の薬品
○ガソリン、灯油、シンナーなどの可燃物　等
これらは、下水道管の詰りや損傷の原因とな
ることに加え、下水処理場の機能低下につなが
ります。
問合先　下水道課　☎441・7116

　FAX441・7137

4つの感染予防策の徹底をお願いします

①不織布マスクの着用 ②こまめな手洗い ③定期的な換気

④目指そうゼロ密（密接・密集・密閉の1つでも避けてください）

ご協力よろしく
お願いします。
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